
請 

願

条
例
（
主
な
も
の
）

●
袋
井
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
　
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
お
よ
び

「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
の
関

す
る
法
律
」
等
の
改
正
に
伴
い
、
個
人
情
報
の
定

義
の
明
確
化
、
特
に
取
り
扱
い
に
配
慮
を
要
す
る

も
の
と
し
て
、
要
配
慮
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に

関
す
る
規
定
を
定
め
る
等
、
一
部
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

●
袋
井
市
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
期
末
手
当
の
年
間
支
給
月
数　

3
・
50
月
↓
3
・

55
月
）

●
袋
井
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
料
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
期
末
手
当
の
年
間
支
給
月
数　

4
・
40
月
↓
4
・

45
月
）

●
袋
井
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

（
期
末
手
当
の
年
間
支
給
月
数　

4
・
40
月
↓
4
・

45
月
、
給
料
表
の
改
定
）

人
事
（
敬
称
略
）

　

委
員
の
辞
職
に
伴
い
市
長
か
ら
次
の
候
補
者
の
選
任

議
案
が
上
程
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
同
意
し
ま
し
た
。

●
監
査
委
員
（
議
会
選
出
）

　

大
庭　

通
嘉
（
土
橋
）

選
挙
（
敬
称
略
）

●
太
田
川
原
野
谷
川
治
水
水
防
組
合
議
会
議
員
、
袋

井
市
森
町
広
域
行
政
組
合
議
会
議
員
及
び
掛
川

市
・
袋
井
市
病
院
企
業
団
議
会
議
員

　

組
合
議
会
議
員
の
辞
職
に
よ
り
補
欠
選
挙
が
行

わ
れ
、
指
名
推
薦
に
よ
り
次
の
方
が
当
選
さ
れ
ま

し
た
。

◎
太
田
川
原
野
谷
川
治
水
水
防
組
合
議
会
議
員

　
　

田
中　

克
周

◎
袋
井
市
森
町
広
域
行
政
組
合
議
会
議
員

　
　

鈴
木　

弘
睦

◎
掛
川
市
・
袋
井
市
病
院
企
業
団
議
会
議
員

　
　

鈴
木　

弘
睦

そ
の
他

●
公
共
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

次
の
公
共
施
設
の
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
も

の
で
す
。
指
定
の
期
間
は
い
ず
れ
も
平
成
31
年
4
月

1
日
か
ら
5
年
間
に
な
り
ま
す
。

◎
袋
井
市
立
可
睡
寮

　
　

社
会
福
祉
法
人　

明
和
会

◎
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
白
雲
荘
」

　
　

シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
袋
井
市

◎
袋
井
B
&
G
海
洋
セ
ン
タ
ー
ほ
か
3
施
設

　
　

サ
ン
ア
メ
ニ
テ
ィ
・
静
岡
ビ
ル
保
善
共
同
事
業
体

◎
愛
野
公
園
ほ
か
12
施
設

　
　

袋
井
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
グ
ル
ー
プ

◎
袋
井
市
シ
ル
バ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ

　
公
益
社
団
法
人　

袋
井
・
森
地
域
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

◎
田
原
農
村
総
合
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　

下
新
池
自
治
会

◎
笠
原
児
童
館
ほ
か
1
施
設

　

社
会
福
祉
法
人　

袋
井
市
社
会
福
祉
協
議
会

日
米
地
位
協
定
の
見
直
し
と
、
辺
野
古
の
海
埋

め
立
て
工
事
は
沖
縄
の
民
意
が
明
確
に
示
さ
れ

る
県
民
投
票
ま
で
凍
結
す
る
こ
と
を
政
府
に
求

め
る
意
見
書
を
袋
井
市
議
会
が
可
決
す
る
こ
と

を
要
請
す
る
請
願
書

　

日
米
地
位
協
定
の
見
直
し
と
、
辺
野
古

の
海
埋
め
立
て
工
事
は
沖
縄
の
民
意
が
明

確
に
示
さ
れ
る
県
民
投
票
ま
で
凍
結
す
る

こ
と
を
政
府
に
求
め
る
意
見
書
を
袋
井
市

議
会
が
可
決
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

沖
縄
県
民
が
複
雑
な
思
い
を
交
錯
さ
せ

て
い
る
こ
と
や
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の

制
約
下
に
お
い
て
、
不
平
等
や
不
公
平
、

矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
否
め
な

い
事
実
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
、
国
の
政
策
判
断
に
基
づ
く
案
件

に
対
し
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
そ
の

処
理
権
限
は
及
ば
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
不

採
択
と
す
る
。

趣 旨結 果
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